
データ資料27　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の設置状況（平成30年３月末現在）
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13 1 4 1 19 11
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計 1,319 1 5 22 30 104 5 60 53 1 12 22 67 338 49 2,088 764

1,099 25 8 2 2 6 21 71 91 473 57 1,855 718

2,418 1 5 47 38 106 7 66 74 1 12 93 158 811 106 3,943 1,482

京 都 市

合 計

小 計

宮 津 市

京 丹 後 市

伊 根 町

与 謝 野 町

小 計

京 丹 波 町

小 計

福 知 山 市

小 計

舞 鶴 市

綾 部 市

和 束 町

精 華 町

南 山 城 村

小 計

亀 岡 市

南 丹 市

京 田 辺 市

井 手 町

宇 治 田 原 町

小 計

木 津 川 市

笠 置 町

大 山 崎 町

小 計

宇 治 市

城 陽 市

久 御 山 町

八 幡 市

（注）　大気汚染防止法第27条第２項の規定により国の行政機関の長から通知があった電気事業法に規定する電気工作物、
      ガス事業法に規定するガス工作物、鉱山保安法に規定する工作物等を含みます。
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山城南

南 丹

向 日 市

長 岡 京 市


